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はじめに 

 
 
 
本書は、第３５回研究評価委員会において設置された「エネルギーITS 推進事

業」（事後評価）の研究評価委員会分科会（第１回（平成２５年８月３０日））

において策定した評価報告書（案）の概要であり、ＮＥＤＯ技術委員・技術委

員会等規程第３２条の規定に基づき、第３７回研究評価委員会（平成２５年１

２月４日）にて、その評価結果について報告するものである。 
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会 

「エネルギーITS 推進事業」（事後評価） 

分科会委員名簿 

 
（平成２５年８月現在） 

   氏名 所属、役職 

分科 

会長 川嶋
かわしま

 弘
ひろ

尚
なお

* 
慶應義塾大学 コ・モビリティ社会研究センター 名誉

教授 

分科 

会長 

代理 
谷口
たにぐち

 栄一
えいいち

 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 教授

委員 

鹿島
か し ま

 茂
しげる

 中央大学 理工学部 都市環境学科 教授 

川田
か わ だ

 毅
つよし

 一般社団法人 日本路線トラック連盟 専務理事 

富田
と み た

 博
ひろ

行
ゆき

 日本通運株式会社 業務部 専任部長 

福田
ふ く だ

 敦
あつし

* 日本大学 理工学部 交通システム工学科 教授 

星野
ほ し の

 修二
しゅうじ

 
株式会社ＩＨＩ 産業・ロジティックスセクター 主席

技監 

屋代
や し ろ

 智之
ともゆき

 
千葉工業大学 情報科学部 情報ネットワーク学科 教

授 

敬称略、五十音順 
 

注*：実施者の一部と同一組織であるが、所属部署が異なるため（実施者：慶應

義塾大学 ＳＦＣ研究所、日本大学 生産工学部）「NEDO 技術委員・技術評価

委員規定（平成２５年７月１日改正）」第３４条（評価における利害関係者の排

除）により、利害関係はないとする。 
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プロジェクト概要 
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技術分野全体での位置づけ 

（分科会資料５―１より抜粋） 
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「エネルギーITS 推進事業」 

全体の研究開発実施体制 
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「エネルギーITS 推進事業」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総論 
１）総合評価 
「自動運転・隊列走行技術の研究開発」については当初の目的とする大型ト

ラックによる隊列走行を実現し、省エネルギー効果を実験により実証できたこ

とは高く評価できる。目標達成のためのシステムインテグレーション、センサ

ー技術など個別の開発技術は、単体運転での自動走行実現や運転支援のために

実用化される可能性が高いものもある。「国際的に信頼される効果評価方法の確

立」は、国際的に CO2 排出量を推計する方法について議論する枠組みが形成さ

れ、今後展開が進むことが期待される。評価方法を国際的な場を構成しながら

確認していくという方法は今後の他の分野での国際展開を考える上で参考にな

り得る。全体としては目標をほぼ達成しており、実用化についても開発に参加

した企業を中心としてではあるが一定の見通しが立っている。 
一方、「自動運転・隊列走行技術の研究開発」において中間評価で指摘された

運用面での検討があまりなされていない。技術的な問題や法規制、安全性の課

題がたとえ解決されても、実際の運用では、事業者のメリット（魅力）が無い

と、採用・参入する事業者は現れない可能性が高いので、物流事業者のニーズ

を把握し、本当に受け入れられるシステムとは何かを見極める必要がある。「国

際的に信頼される効果評価方法の確立」は、メソレベルの信頼性の検証、メソ

レベルとミクロレベルの推計の関連性、排出量を推計するためのデータなどの

実証的な記述が不充分であり、社会的に利用するためには多くの課題がある。 

 
２）今後に対する提言 
自動運転・隊列走行については、推進者である物流事業者を参画させ、物流

事業者のニーズ、次世代における物流のあり方を再度整理した上で、より具体

的な将来シナリオと導入段階を設定すべきである。その際、事業者の運用メリ

ットを最大限に考慮した目標を定め、開発しようとする技術の仕様がある程度

明確になってきた時点で、事業化のための検討を行う組織を、技術開発を行う

組織とは別に設けることも検討すべきである。技術的アプローチだけではなく、

どのように国等に働きかけて行くのか、あるいは国民のコンセンサスを得るの

か、ということも考えて行く必要がある 
また、開発されたシステムが実際の高速道路において実用化されるのが 2030
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年ごろになるという見通しが示されているが、もっと早く５年ぐらいで実用化

できるよう港湾区域内、空港区域内、工場敷地内、あるいは鉱山区域内などの

特定のクローズされた区域内においての適用を考えるべきである。 
効果評価方法については、関連活動を行っている機関との連携も検討しつつ、

2 国間オフセット・クレジットが具体的に進められるようになるまで活動を続け

る体制の構築を期待する。 

 
２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
運輸部門における省エネルギーに資する ITS 技術として、自動運転・隊列走

行に関わる技術、および CO2 排出量の削減効果を評価するためのツールの国際

的な枠組みの形成は、民間活動のみでは改善できないものであり、又は公共性

が高いことから、NEDO の関与が必要とされる事業であると評価できる。事業

目的としてエネルギー消費の削減、CO2 排出量の削減を目指していることは、

内外の技術開発動向、地球環境問題への関心の高さから見て、妥当である。ま

た、自動運転に関連する技術の開発の必要性は高く、また自動車産業が主要な

産業の 1 つである我が国では特に必要性に加えその開発効果も大きいと考えら

れるため、事業の必要性は高い。 

 
２）研究開発マネジメントについて 
 妥当な予算、スケジュールに基づいて適切に行われた。また参加している企

業は実力があり、良い組み合わせでプロジェクトが組まれている。2 つのサブグ

ループでは、大学等研究機関と企業が 1 つの開発テーマについて共同して開発

を行っており、それぞれの能力を引き出す体制が作られ、開発目標に向け効果

的に機能したと考える。 
一方、自動運転・隊列走行について、中間評価において指摘された物流業界

のニーズおよび社会システムとしての受容性に関する検討が弱い。目標達成に

必要な要素技術がカバーされているかどうかが明確ではなく、これらの要素技

術の開発を継続することで隊列走行、自動走行が実現できるか、という点に疑

問が残る。また、効果評価方法の確立に関して、分科会や報告資料からでは海

外の技術動向を踏まえた明確な開発目標が設定されているとは言い難く、実用

化・事業化につなげる戦略が明確になっていない。 

 
３）研究開発成果について 
成果はほぼ開発目標を達成している。運輸部門における省エネルギーに資す

る ITS 技術として、自動運転・隊列走行を行うための多くの要素技術を開発で
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きた。これらの技術は、諸外国の競合技術と比較して優位性があり、世界最高

レベルの性能で、公道における、隊列走行を成功させたことは評価できる。ま

た、効果評価方法の確立について、研究開発の成果に基づく国際標準化に向け

た取組が適切に行われており、フォーラム標準を取得できたことは評価できる。 
開発された技術は適切に知的財産権が得られており、走行実験を公開するな

ど、広く情報発信も行っている。 
一方、自動運転・隊列走行技術の開発では、厳しい走行環境下での信頼性の

評価が不十分である。また、実用化の担い手・ユーザーとなる物流事業者の理

解は必ずしも得られておらず、成果の普及を強化すべきである。効果評価方法

の確立に関しては、個別の定量把握方法の具体論でも適用範囲と信頼性も含め

議論をした上で、積極的に標準化を目指し、2 国間オフセット・クレジットなど

に繋げて欲しい。 

 
４）実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 
 開発された要素技術は発展性が高くまた社会のニーズとも方向は一致してい

る。開発に参加した企業では他の企業と共同で事業化を目指す動きも始まって

いるなど、成果の実用化の見込みがあり、そのための具体的動きもある。自動

運転・隊列走行について、個別の要素技術は、応用範囲も広く様々な ITS にお

いて利用される可能性が大きく、事業化された場合、大きな経済効果も見込め

る。効果評価方法の確立については、日米欧の国際合意を導き出し、技術報告

書を公表するなど、国際的な枠組みの形成がある程度進められており、今後よ

り具体化し実用化される可能性はある。 
 一方、自動運転・隊列走行について、トラックの隊列走行自体の必要性につ

いて事業者のニーズが明確ではなく、市場が形成されるか不明である。また、

実施するために法制度の整備や、無人走行実現の前提となる「専用（物流）レ

ーン付道路」建設など、事業化までには多くの課題が残されている。事業化の

具体的な目標（事業化の規模、参入コストや利益率の推定など）も示されてお

らず、事業計画等が判然としない。事業化モデルのさらなる検討が望まれる。

効果評価方法の確立については、国内自動車メーカーからのエンジンマップな

どのデータの提供が不可欠である。 

 
 



 

 

13 

個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価、実用化・事業化の見通し及び取り組みに関する評価、今後に対する提言 

国際的に信頼さ

れる効果評価方

法の確立 

「見える化」を実現させることは、省資源 CO2削減に向けての大きな推進力になり得ることから、その

国際標準化への取組は、大きな意義がある。研究開発の成果に基づく国際標準化に向けた取組が適切に行

われ、国際連携による効果評価手法の相互承認は、国際合意に至り、技術報告書を発行・公表できたこと

は高く評価できる。開発に参加した企業が事業化に取り組んでおり、開発された手法がモデル的な事業で

あるが実際に使用されたケースも存在している。 
 一方、開発された削減効果の推計手法が他の国で開発、使用されている手法と比較しどの程度精度が高

いのか、出力できる情報量が多いのか等を検討する必要がある。また、開発した手法の信頼性を高めるた

めにも国際的な学術誌での公表をさらに積極的に行うことや、アジアの都市などにおいて適用例を増やし

て検証する必要がある。更に、この手法を円滑に適用するため、国交省、総務省等の関係者との擦り合わ

せも検討する必要がある。 

自動運転。隊列走

行具術の研究開

発 

さまざまな新しい技術が開発されており、ほぼ目標を達成している。これらの要素技術は、諸外国の競

合技術と比較して優位であり、将来市場の創造に寄与すると期待される。いくつかの応用の可能性がある

ことが実用化・事業化に向けての具体的な取り組みとともに個別企業より示されており、高く評価できる。 
 一方、システムの要素技術の応用は評価できるが、物流事業者の理解が必ずしも得られていない中、ト

ータルシステムとしての自動運転・隊列走行システムが受け入れられる可能性がどの程度あるのかが不明

である。法規制、安全性の課題がたとえ解決されても、実際の運用では、事業者のメリット（魅力）が無

いと、採用・参入する事業者は現れない可能性が高い。中間評価でも指摘された運用面での検討が必須で

ある。また、時間の関係で解決できないにしても、実用化にあたっての技術的な課題や、技術の開発水準

と開発コストの関係等は列挙すべきである。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

 

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.5 A A A A B B B B

２．研究開発マネジメントについて 1.9 A B B B B B C C

３．研究開発成果について 2.1 A B A B B C B B

４．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組みについて 
1.3 A B D C C D B C

（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 

〈判定基準〉  

１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 

・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

２．研究開発マネジメントについて 
４．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組みについて 

・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当          →C
・見通しが不明        →D

1.3 

2.1 

1.9 

2.5 

0.0 1.0 2.0 3.0 

４．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組み

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値 
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評点結果〔個別テーマ〕 

国際的に信頼される効果評価方法の確立 

 

自動運転・隊列走行技術の開発 

 

  

1.3 

1.9 

0.0 1.0 2.0 3.0 

2.実用化・事業化に向けての

見通し及び取り組み

1.研究開発成果

1.4 

2.4 

0.0 1.0 2.0 3.0 

2.実用化・事業化に向けての

見通し及び取り組み

1.研究開発成果

平均値 

平均値 
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 評価項目 平均値 素点（注） 

国際的に信頼される効果評価方法の確立 
 １．研究開発成果について 1.9 A B B B B C C B
 ２．実用化・事業化に向けての見

通し及び取り組みについて 
1.3 A B D B C D C C

自動運転・隊列走行技術の研究開発 
 ３．研究開発成果について 2.4 A A A B B B B B
 ４．実用化・事業化に向けての見

通し 及び取り組みについて 
1.4 A B D C B D B C

（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

  

〈判定基準〉 

１．研究開発成果について ２．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組みについて 

・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当          →C
・見通しが不明        →D
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「エネルギーITS 推進事業」に係る 

評価項目・評価基準 

 

１．事業の位置付け・必要性について 

(1)NEDO の事業としての妥当性 
・ 「エネルギーイノベーションプログラム」の目標達成のために寄与してい

るか。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことに

より、NEDO の関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較

において十分であるか。 

 
(2)事業目的の妥当性 
・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、

政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
 
 
２．研究開発マネジメントについて 

(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されている

か。 
・ 目標達成度を測定・判断できる具体的かつ明確な開発目標を設定しているか。 
 

(2)研究開発計画の妥当性 
・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分

を含む）となっているか。 
・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 

 
(3)研究開発実施の事業体制の妥当性 
・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。 
・ 適切な研究開発実施体制になっており、指揮命令系統及び責任体制が明確

になっているか。 
・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携が十分に行われ

＜参考＞ 
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る体制となっているか。 
・ 知的財産取扱（実施者間の情報管理、秘密保持、出願・活用ルール含む）

に関する考え方は整備され、適切に運用されているか。 

 
(4)研究開発成果の実用化・事業化に向けたマネジメントの妥当性 

・ 成果の実用化・事業化につなげる戦略が明確になっているか。 

・ 成果の実用化・事業化シナリオに基づき、成果の活用・実用化の担い手、

ユーザーが関与する体制を構築しているか。 

・ 全体を統括するプロジェクトリーダーが選任されている場合、成果の実用

化・事業化シナリオに基づき、適切な研究開発のマネジメントが行われて

いるか。  

・ 成果の実用化・事業化につなげる知財戦略(オープン／クローズ戦略等) や
標準化戦略が明確になっており、かつ妥当なものか。 

 
(5)情勢変化への対応等 
・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向等に

機敏かつ適切に対応しているか。 

 
 
３．研究開発成果について 

(1)目標の達成度と成果の意義 
・ 成果は目標を達成しているか。 
・ 成果は将来的に市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待でき

るか。 
・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。 

・ 目標未達成の場合、達成できなかった原因が明らかで、かつ目標達成まで

の課題を把握し、この課題解決の方針が明確になっているなど、成果とし

て評価できるか。 
・ 設定された目標以外に技術的成果があれば付加的に評価する。 
・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、または汎用性のある成果

については、将来の産業につながる観点から特に顕著な成果が挙がってい

る場合は、海外ベンチマークと比較の上で付加的に評価する。 

・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 

・ 大学または公的研究機関で企業の開発を支援する取り組みを行った場合

には、具体的に企業の取り組みに貢献しているか。 
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(2)知的財産権等の取得及び標準化の取組 

・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の登

録、品種登録出願、営業機密の管理等）は事業戦略、または実用化計画に

沿って国内外に適切に行われているか。 

・ 研究開発の成果に基づく国際標準化に向けた取組が適切に行われている

か。 

 

(3)成果の普及 

・ 論文等の対外的な発表は、将来の産業につながる観点から戦略的に行われ

ているか。 

・ 成果の活用・実用化の担い手・ユーザー等に対して、適切に成果を普及し

ているか。また、普及の見通しは立っているか。 

・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 

 

４．実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 

 

 本項目における「実用化・事業化」の考え方 

 自動運転・隊列走行を実現するために開発したシステム技術やその要素技術

及び CO2削減効果定量評価技術等に係るサービス等の社会的利用（顧客への提

供等）が開始され、開発した技術に係る商品、製品、サービス等の販売や利用

により、企業活動（売り上げ等）に貢献することをいう。 

 

 
 

(1)成果の実用化・事業化の見通し 

・ 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 

・ 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっ

ているか。 

・ 成果は市場やユーザーのニーズに合致しているか。 

・ 実用化に向けて、競合技術と比較し性能面、コスト面を含み優位性は確保

される見通しはあるか。 

・ 量産化技術が確立される見通しはあるか。 

・ 事業化した場合に対象となる市場規模や成長性等により経済効果等が見 

込めるものとなっているか。 

・ 国際標準化等に向けた見通しが得られているか。 
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・ プロジェクトの直接の成果ではないが、特に顕著な波及効果(技術的・経

済的・社会的効果、人材育成等)がある場合には付加的に評価する。 

 

 

 (2)実用化・事業化に向けた具体的取り組み 

・ プロジェクト終了後において実用化・事業化に向けて取り組む者が明確に

なっているか。また、取り組み計画、事業化までのマイルストーン、事業

化する製品・サービス等の具体的な見通し等は立っているか。 

 


